
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号
）
（
県
立
学
校

人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

新
た
に
県
立
特
別
支
援
学
校
一
校
を
設
置
し
、
県
立
特
別
支
援
学
校
一
校
を
廃
止
す
る
た
め

の
改
正 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支
援
学
校
の
設
置
及
び
埼
玉
県
立
岩
槻
特
別
支
援
学
校
の
廃
止 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
日 

 


